
No. 資料名 頁数 項目名 質問内容 回答
1 栃木県グリー
ンスタジアム
に関する仕様
書

18 第6管理運営に関する
費用　2利用料金の徴
収

利用料金の徴収におけるプロスポーツとアマ
チュアスポーツはどのような基準で判断するの
かご教示下さい。

興行主や使用するチームの構成により、総
合的に判断していくものと考えますが、疑
義がある場合は県に御相談ください。
なお、県内のプロスポーツチームにおいて
は、スポーツの振興や県内の経済の活性
化、地域振興等が期待できるほか、青少年
をはじめとする多くの県民に、夢や誇りを
与えるなど、その波及効果は広範囲に及ぶ
ものと考えられます。そのため、プロス
ポーツチーム支援として、アマチュア料金
を適用することとしておりますので、御協
力をお願いします。

2 栃木県グリー
ンスタジアム
に関する仕様
書

18 第6管理運営に関する
費用　2利用料金の徴
収

栃木県体育施設設置及び管理条例に定める「利
用料金の免除」とはどのような条件になります
か？また、利用料の免除・減額となった場合、
基準額との差額の補填はありかご教示下さい。

利用料金の全部又は一部免除については、
現地説明会の際にお渡しした資料「県主催
のスポーツ大会等一覧（減免対象）」と、
県立スポーツ施設の使用料等の障害者減免
に関する取扱要領第４条に規定する場合と
なります。
また、利用料の免除・減額となった場合に
あっても、基準額との差額の補填はありま
せん。

3 栃木県グリー
ンスタジアム
に関する仕様
書

18 第6管理運営に関する
費用　2利用料金の徴
収

無断キャンセルなどの防止の為、キャンセル料
金の設定は可能でしょうか？

利用料金については、栃木県体育施設設置
及び管理条例第11条に定めるとおり、県の
承認を得た上で指定管理者において、既納
付された利用料金の還付等について定める
こととなっています。

4 栃木県グリー
ンスタジアム
に関する仕様
書

18 第6管理運営に関する
費用　2利用料金の徴
収

ネット予約システムを導入してよろしいでしょ
うか？

利用者の利便性向上に寄与するものについ
ては、前向きな提案を御検討ください。

5 栃木県グリー
ンスタジアム
に関する仕様
書

18 第6管理運営に関する
費用　2利用料金の徴
収

施設利用時間外の料金は設定してあるが、時間
外の人件費等の補填はありますでしょうか？

委託料の上限額の範囲内での対応になりま
す。

6 栃木県グリー
ンスタジアム
に関する仕様
書

18 第7自主事業 飲料水・軽食等の自動販売機の設置は可能で
しょうか？

設置可能です。施設の目的外使用をする場
合は、県に許可を得るとともに、使用料を
納付することとなります。

7 栃木県グリー
ンスタジアム
に関する仕様
書

18 第7自主事業 施設内で施設管理者が利用者、来場者の安全を
守るために物品の販売は可能でしょうか？
（例：絆創膏、消毒液、コールドスプレー、経
口飲料水、スポーツドリンク等）

利用者サービスの向上等を目的とした自主
事業としての実施は可能です。
なお、実施にあたっては、県に事業内容を
提案し、承諾を得る必要があります。

8 栃木県グリー
ンスタジアム
に関する仕様
書

18 第7自主事業 利用区分を増やすことは可能でしょうか？
※イベント広場、駐車場等を自主事業で利用し
たいが、使用の可否及び料金等の設定をご教示
下さい。

条例上、イベント広場や駐車場の利用区分
は設定していないため、利用区分を増やす
ことはできません。
自主事業によっては、主催イベント等の参
加料の徴収は可能ですが、県に承諾を得る
ようお願いします。

9 栃木県グリー
ンスタジアム
に関する仕様
書

18 第7自主事業 栃木県体育施設設置及び管理条例の(3)附属設備
及び器具の料金にメイングランド利用時の散水
の水道料金について、利用者要望による散水の
水道料経費の一部若しくは全部を利用者に請求
しても良いかご教示下さい。

条例上、利用者への請求はできません。

10 栃木県グリー
ンスタジアム
に関する仕様
書

18 第7自主事業 LRT開通により施設の注目度は増加すると思わ
れ、スタジアムやサブグランドを有効な広告ス
ペースと考えます。またスポーツ施設としての
景観向上により利用者のモチベーションアップ
にもつながる事から広告事業を検討しておりま
す。設置可能な場所、貸地料等をご教示下さ
い。

広告物の設置可否については、宇都宮市公
園条例や宇都宮市屋外広告物条例等により
判断することになります。
なお、県有体育施設の広告物掲示に係る使
用料については、県の歳入としておりま
す。

栃木県グリーンスタジアムの指定管理業務に関する質問・回答について
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No. 資料名 頁数 項目名 質問内容 回答
11 栃木県グリー
ンスタジアム
に関する仕様
書

18 第7自主事業 LRT開通に伴い駐車場の有効活用、無断駐車防止
の観点から、総合運動公園のように駐車場料金
の徴収を検討しております。駐車場管理機器の
設置の可否、料金設定等ご教示下さい。

自主事業は第１(1)グリーンスタジアムの基
本理念を達成するため、利用者サービスの
向上や誘客につながるイベント等を想定し
ています。自主事業として駐車料金の徴収
はできません。

12 別記3（29条
関係）リスク
分担表

49 7不可抗力 リスク分担表7の不可抗力による経費の増加、事
業履行不能の対象≪施設・設備の修復≫に、メ
イングランドの天然芝は含まれるのかご教示下
さい。

含まれております。

13 その他 メイングランド北側にある預り看板及び関係者
駐車場にあるプレハブ倉庫の管理責任者はどち
らになるのかご教示下さい。

指定管理業務の範囲外になります。

14 その他 今後、大規模改修工事の予定はございますか、
ご教示下さい。

現時点では大規模改修の予定はありませ
ん。長期修繕計画等により計画的な保全に
取り組みます。

15 その他 改修工事期間中に施設利用の制限が発生した場
合、利用料金の補填はございますか？

原則として、利用料金の補填はありませ
ん。

16 その他 既存の自動販売機（サブグランド内に２台、チ
ケット売り場１台）の売上、電気代、販売利益
はどのようになっているかご教示下さい。

売上と販売利益は設置者、電気代は県の歳
入となっております。

17 その他 業者依頼に基づき敷地内に設置する機器に対す
る業者より支払われる電気料金等は、管理者の
収入となるのかご教示下さい。

機器の設置については、行政財産の目的外
使用許可が必要となり、使用料を県へ納入
いただきます。
今後設置する機器等の電気料金は、委託料
の上限額に含まれていないため、指定管理
者において徴収してください。

18 その他 老朽化に伴う設備不良（大型映像装置等）のた
めの損害賠償等が発生した場合、誰が補償する
のかご教示下さい。

別記３（第29条関係）リスク分担表の12第
三者への賠償の上記以外の理由により第三
者に損害を与えた場合にあたるため県が補
償することとなります（管理者としての注
意義務を怠ったことにより第三者に損害を
与えた場合を除く）。グリーンスタジアム
の機能、特性を十分把握した上で施設を正
常に保持し、利用者の安全かつ快適な利用
が確保されるよう適切な維持管理を行って
ください。

19 栃木県グリー
ンスタジアム
に関する仕様
書

19 第8留意事項（6） キャッシュレス導入に伴い、決済種別「電子マ
ネー」「プリペイドカード」「QRコード決済」
「クレジットカード」「デビットカード」があ
りますが制限はございますか？

制限はありません。
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